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発注見通しの公表 
 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３

号の規定に基づく随意契約により契約の締結が見込まれるので、山梨県財務

規則(昭和３９年山梨県規則第１１号)第１３７条第６項第１号の規定に基づ

き、次のとおり公表する。 

 

   

   令和６年１月１９日 

 

                                  山梨県知事 長崎 幸太郎  

 

契約の目的となる  
物品又は役務の名称 

ＦＳＣ木製品（木製しおり）の購入 

数    量 ５００個 

契約を締結する時期 令和６年２月 

契約の相手方の選定基準  

○所在地が山梨県内にある、地方自

治法施行令第１６７条の２第１項

第３号に該当する障害者支援施設

等（障害者支援施設、地域活動支援

センター、障害福祉サービス事業を

行う施設、小規模作業所等）である

こと。  

○自己又は自社の役員等が、次のい

ずれにも該当する者ではないこと。

また、次の (２ )から (６ )までに掲げ

る者が、その経営に実質的に関与し

ている法人その他の団体又は個人

ではないこと。  

(1) 暴力団 (暴力団員による不当



 

 

な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。 ) 

(2) 暴力団員（同法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）  

(3) 自己、自社若しくは第三者の

不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的

をもって暴力団又は暴力団

員を利用している者  

(4) 暴力団又は暴力団員に対し

て資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持・

運営に協力し、又は関与して

いる者  

(5) 暴力団又は暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を

有している者  

(6) 下請契約又は資材、原材料の

購入契約その他の契約に当

たり、その相手方が上記 (１ )

から (５ )までのいずれかに該

当することを知りながら、当

該者と契約を締結している

者  

その他   

 


